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八干代市応急医療救護対策会議委員名簿

令和3年4月1日から令和5年3月31日まで

区分 役職等氏名

八千代市医師会の代表者 卓八千代市医師会会長加 卓メデ仂ルフラザ加瀬外科,加瀬眼科院長各災害医療地区病院に属する者

聡八千代市歯科医師会会長柴八千代市歯科医師会の代表者

敦八千代市薬剤師会会長八千代市薬剤師会の代表者 小川

八千代市医師会救急・災害担当理事
八千代市災害医療コーディネーター黒田泰久 (くろだ内科ウリニック院長)

八千代市災害医療コーディネーター落合 香苗山、..珍

各災害医療地区病院に属する者松原正樹島田台総合病院総務部主任

一浦 美樹子島田台総合病院看護部長各災害医療地区病院に属する者

荒井泰助新八千代病院院長各災害医療地区病院に属する者

各災害医療地区病院に属する者高木直人新八千代病院総務部長

各災害医療地区病院に属する者 朝戸晴美セントマーガレット病院務長

山内剛セントマーガレット病院総務人課主任各災害医療地区病院に属する者

各災害医療地区病院に属する者佐久間徹勝田台病院事務長

小川佳宏勝田台病院りハビリテーション科科長各災害医療地区病院に属する者

岡崎 桂おかざき外科クリニッウ院長各災害医療地区病院に属する者

各災害医療地区病院に属する者岡崎茂一おかざき外科クリニック

八千代医療センターに属する者新井田達雄八千代医療センター病院長

八千代医療センターに属する者似内武敏八千代医療センター業務管理課係長

淳_八千代医療センター救急科教授・診療科八千代医療センターに属する者相星 淳一長

実八千代医療センター施設課長八千代医療センターに属する者 大野

習志野健康福祉センターの代表者杉戸 寿習志野健康福祉センター長

総務部長 出竹孝之

健康福祉部長 糟谷龍郎

大澤消防長 証L

伊藤栄治健康福祉部次長

瀬能尾幸広健康福祉部健康福祉課長関係部局担当課長

神代信宏総務部危機管理課長関係部局担当課長

野上常男消防本部防課長関係部局担当課長
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11次救護所について

①内容

災害による負傷者等の傷病程度の判定(トリアージ)と傷病者の応急予当を実施す

る場所

②開設される条件

震度6弱以上の地震が発生した場合や市災害対策本部長則社勘が叱、要とi恨めた時

黄"、対1御丙1浣

(災霄憾捺協力病院等)

黄タグ対応病院
(災密傑雅恊力病院等)

③開設される時期

発災後,救護所の設羅"1否について,応急、医療救護本部(本部長:健康福祉部長)

又は災害対策本部(本部長:市長)に報告の k,数崎問以内に開よ

④応急医療救護活動責任者

災害医療地区病院の代表者

八千代市の1炊救護所について

市内各地域に八下代市地域防災計画で指定された7つの病院等により雛所戈
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

13救護所の設置 1

0)設置場所

本部長は,応急医療救護活動を行うため市医師会及び開係医療機関の協力を得て救護所を設置

する。投債場所は,あらかじめ定める1歌敦該所(災害医療地区病院)及び被害状況弊を踏まえ

て2炊救護斯から進定する。設低する救,'所は欧のとおりとtる.

なお,市に災害救助法が適用され,県による救謹班が派遣されナ扱合は,県(災害医療本部)

の拘示による。

1吹救護所

ア東京女子医科大学八千代医療センター

イ島田台病院

ウセントマーガレット病院

工勝田台病院

オ新八千代病院

カメディカルプラザ加瀬外科・加瀬眼科

キおかざき外科クリニック
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

[八下代市地城防災計画より]

2次救護所

保健センター

小学校'中学校,鞭務敢官学校(避鯉所)

その他の遊難場所

公民館

災害現場

モの他本部長が必興と認めた場所
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3 1次救護所の見直し経緯について

【1】 1炊救護所に位置づけられている医療機関からの辞退の申し出

1炊救護所に位匙づけられているメディカルプラザ加瀬外科・・力瞬頼眼羽・,おかざき

外科クリニックの2院について,いつ災害が起きるか分からない中,人員等の画己備

の問題から1次救護所の機能を扣うのは困難であるとの意向が不されナ・ことを受

け,八千代1打医帥会より1炊救纏所の開'女」易所を金急肖検'、1していく必茨がある旨

の提叩が市に対'し出されている

1次救護所NO.地域

新八千代病院1 阿蕪地域

セントマーガレット病院2 村k地城

島田台総合病院3 睦地城

八千代医療センター4 火和田地域

5 高津・緑が丘地城おかざき外科クリニック

メディカルプラザ加瀬外科.加瀬眼科 i_辞退の申6 八千代台地域

勝田台病院7 勝田台地城

2】後任の医療機関の検討

八千代市医師会側から,病院規模の医療機関でないと1次救護所の機能を担うの

は難しいとの話があったものの,当該2地区には,病院規模の氏療機関はなく,

日頃,市内の医療機関との接点がある消防本部瞥防課に刈'し.後任になっていた

だけそうな医療機関を相談し,提案いただいた医療機関に打診しにいったもの

d),

1炊救1,P の体制を常時敷くことはできない人員の問題

・停電した際の自'発電機器が備わっていない設止の問題

といった課題があり,これら課題が解決しないまま引き受けていただく

難しい結論となった。

3】公共施設での検討

以上の経緯により2医療機関の代替先として,公共施設に対し1次救護所の機能

を持たせる検討を行うこととなり,危機管理課に選定を依頼した。

なお,公j射厄設での検討にあたっては,発災後数時問以内に避難所開設が想定さ

れている二と,また敷地の規椣から学校の中から選定を行っている。

4 1次救護所の開設場所の想定について

1次救護所の朋設手順等を定めている八千代市応危、医療救護活動マニュアノレ」

において,傷病者等のトリアージ及び軽症岩に対する応急処識は,屋外の開設を

基本としている新型エロナウイルス感染症対策の点からも,開設場所は,公共

施設ての開設の場合についても,屋外を基本とする

ただし,荒欠時の場合等,屋内開設が望ましい場合もあることから,尾内での開

虞場所についても併せて検討を行っていく



5 公共施設での検討結果

0高津・緑が丘地区

現在の八千代市地域防災計画では,高津・緑が丘地区で1次救護所をつとしてい

るが,緑が丘と高津では,地域特性も大きく異なるため,それぞれの地区で1炊救

護所を開設できるよう検討を進める。

高津・緑が丘地域に複数の公共施設があるが,以下の理由から,緑が丘地区は

「みどりが丘小学校」,高津地区は「西高津小学校」を選定した

M
公共施設名称

所在地

高津小学校
1

局津738番地6

高津中学校

高津880番地4

南高津小学校

高津421番地3

東高津中学校

2

3

4

検討結果

高津1092番地

西高津小学校
5

洪水浸水時は避難所として開設しないため,除外

とする。

高津832番地38

新木戸小学校

緑が丘2丁目4番地

みどりが丘小学校

緑が丘西3丁目14番地

6

周辺に診療所が少なく,中等症の負傷者の搬送に

時間を要するため,除外とする。

周辺に診療所が少ないが,高津地区の中では位置

的に良い場所に立地していると考える。

駅から一番近い避難所であるため,帰宅困鯉者を

受入れる想定としている。また,地区連絡所も設

置することとなっていることから,除外とする。

周辺に診療所が複数あるため,比較的短時間で中

等症の負傷者の搬送が見込める。
7

【方針】

おかざき

【施設管理者・避難所運営委員会へ相談1

<高津地区>

2月10日西高津小学校に説明・相談

2月24日西高津小学校避難所運営委員会に説明・相談一内諾をいただく

<緑が丘地区>

1月30日みどりが丘小学校に説明・相談

みどりが丘小学校避難所運営委員会に説明・相戒畔議論を継続したい意向2月4日

クリニ・ク→
_(緑が丘地区)みどりが丘小学校

一来にはが丘地

緑が丘地区でーつの1

地 西 d

への1次

の設

の .も目していくが

事項としたい

当面は高

を
 
4



高津・緑が丘地区 医療機関・公共旋設配置状況
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西高津小学校での1次救震所の開

1 現況配置図

、、、＼

公団

令和4葬厘)

所の想定(案)
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2 1炊救護所開設場所(案)

.屋外開設場所・・・空問的に広く使えること,また,救急車向の搬送経路を劣え,公道(幅員6m)側のグラウンドの一画とした。

・屋内開設場所一・空き教室があること,また,救急車両の"投送経銘を号え,特別教室棟の1階部分とした。
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0八千代台地区

八千代台地域に複数の公共施設があるが,以下の理由から

を選定した

M
公共施設名称

所在地

八千代台小学校

1

八千代台北14丁目9番1号

八千代台西小学校

八下代台西7丁目23番1号

八千代台西中学校

八千代台西7丁目23番3号

八千代中学校

2

3

検討結果

駅から一番近い避難所であるため,帰宅困難

者を受入れる想定としている。

また,地区連絡所も設置することとなってい

ることから,除外とする。

4

八下代厶北14丁月9番1 号

旧八千代台東第二小学校

八千代台東6丁目26番1号

八千代台東小学校

八千代台東2丁目5番1号

5

八千代台東小学校」

6

洪水浸水時は避難所として開設しないため,

除外とする。

【方針1メデカルプラザ加外

周辺に診所が少なく,中等症の負傷者の搬

送に時問を要するため,除外とする。

屋内施設がないため,除外とする。

周辺に診療所が複数あるため,比較的短時間

で中等症の負傷者の搬送が見込める。

【施設管理者・避難所運営委員会へ相談】

<八千代台地区>

八千代台東小学校に説明・相談2月1日

八下代台東小学校避難所運営委貰会に説明2月3日

・力U →△壬^

相談一内諾をいただく



八千代台地区医療機・公共施設風置状況
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八千代東小学校での1次救寵所の開設場所の想定(案)

現況配置図
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2 1次救護所開設場所(案)

・屋タト開設場所・・突闇的に広く使えること,また,救急屯両の搬送経路を考え,公道(幅員20血)側のグラウンドの一画とした。

・屋内開設場所一通用口の仙1に特別教室があること,また,救急小両の搬送経路を号え,普通特別教室及び管理棟の1階部分とした。

(中等者以上の
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【1次

1停電時に使用する自家発電機が十分に備わっていない

が,災害用井戸の汲み上げ用を想定している

所を学校にした場合の懸案事項】

②校舎内の教室等を使用することになり,学校との調整が必要となる。
(どの教室を使用するか,休旧夜間発生時の校舎の鍵をどうするか等)

なお,体育館は避難者の避難所となるため,1炊救護所を兼ねることは混乱を招く
ことから避ける

⑧資器材の保管をどうするか
しており,空きも無い

L

6 応急医療救護体制見直し後イメージ

【見直し前】病院前統一型
一次救護から二次救護までを同じ場所で対応できるようにするため,医療機関の敷

地内に救護所を設する。

一次救護

二次救護

市の防災倉庫は1基あるが,避難者用の備蓄品を保管

発電機を1台設置している

三次

【見直し後】
発災後,早い段階から災害医療地区病院の関係者等の人員が配置できない地区に

粘いては,公共施設(現在の2炊救護所としての役割を持つ施設)地内に救護所を
の選定にあたってはにの医関があるが望ましい設置する。ー

災害医療地区病院

1と公共施の混型

一炊救護

八千代医センター

二次救護

三炊救護

^

豆_崖

7 今後の見直しスケジュール(案)

帋和弓犀関

4月~ 1炊所の見直し検討に伴う課題事項の整理・解消
7月~応急医療救護活動マニュアル,地域防災計画の見直し及ぴ八千代市防災

会議に修正案提示

12月~八千代市応急医療救護対策会議,八千代市防災会議で見直し内容の提案

災害医療地区病院

施 の

八千代医センター

困難

公共施設

災害医地区協力病院

12

^

r
 
1
 
L



【参考】近隣市の1炊救護所の指定場所について

0船橋市(病院前で統一)

震度6弱以上の地震発生後,以下の病院に病院前救護所を開設します

奴,病院前救護所設置病院位胃図

13

^

^

¥

ノ

セコノデ4 ツク病院

0鎌ケ谷市(公共施設で統一)

被害状況等を考慮し,衛生医療班本部において協議の上,医療が不足している,

被害が甚大である等の地域に救護所の設置候補場所の中から選定し,設置しま

す救護所の場所は,防災無線や避難所での掲示等でお知らせいたします

武

七.」,',りケ応「.

4d幅{11仁i院

「卦他洲会罰此

中岱厶佃'

北習L"花陥荊R

机

震度6弱以上の地聳発生後、以下の病院

に病院前敷疫所を開設します

救護所設置候補場所

地区

東部地区

候補場所

南部地区

西部地区

北部地区

東部小学校

道野辺小学校

第二中学校

南部小学校

第四巾学校

西部小学校

北部小学校

第三中学校

初富小学校

五本松小学校

第五中学校

中部小学校

鎌ケ谷小学校

鎌ケ谷中学校

連絡先

444-2070

445 5041

444 6751

443 5148

444-2185

443-6621

443-2410

443-3473

443-2321

443 2366

443 3410

443 0029

442-1105

444-0456

中央東地区

中央地区

ドクターヘリ

離着陸の可否

井戸水使用の

可否{井戸付

耐裂性貯水槽】

X
 
X
 
O
 
×
 
O
 
×
 
0
 
0
 
×
 
O
 
×
 
O
 
X
 
X

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
×
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0



0習志野市(公共施設で統一)

・設置場所市域を4つの地区に分け,次の場所に設置します
①中部地区:習志野市保健会館(保健会館1階)

②西部地区:習志野市立第一中学校(体育館棟1階ヒロティ,柔剣道場

③東部地区.習志野市立第二中学校(体育館1階多目的室,柔剣道場)

④南部地区:習志野市立第ヒ中学校(体育館1階ヒロティ,柔剣道場)

声野市

冒庫野市災害

フ

・使用する資機材等の準備

トリアージや応急処置,また,情報収集等に必要な資機材は,あらかじめ各応

急救護所に配備しておくこととし,必要な通信機器も直ぐ活用できるよう,準備
しておきます

【資機材保管場所】

応急救護所指定施設 保管場所

習志野市保健会館 保健会館1階倉庫,2階災害倉庫

体育館裏専用倉庫習志野市立第一中学校

習志野市立第二中学校 体育館1階防災倉庫

習志野市立第七中学校 体育館内倉庫1内

※医薬品については,中学校は保健室のべッド下の緑色コンテナに収容し

ます。(危険な薬品があるため)

豊



0市川市(病院前・公共施設の混在)

市川市では,震度6弱以上の地震が発生した場合,概ね72時間,病院などの
前に医療救護所を開設します。医療救護所では,医師会,歯科医師会,薬斉鵬雨会,

柔道整復師会の会員が軽症者の応急処置を,病院では重傷者等の処置をするこ

とで,災害時に市民のみなさまを守る医療体制を整備します。
震度6弱以上の地震による大規模災害でケガをされた方は,近くの「医療救護

所」に向かってください。

閲設場所

①国府台病院前

②東京歯科大学市川総合病院前

③大野中央病院前

④大洲防災公園

⑤行徳総合病院前

⑥東京べイ・浦安市川医療センター前

[ヨ

0浦安市(病院前・公共施設の混在)

市は,トリアージや応急処置といった1次救護を行うため,第1段階として浦

安市急、病診療所(健康センター)を救護所として自動開設し,その後の状況に応
じて第2段階(6か所)の開設を行う。

①東京べイ浦安市川医療センター

②浦安病院
0

0③浦安市急病診療所 工

④堀江中学校 0

⑤浦安中央病院 ,'羊

⑥順天堂大学医学部附属浦安病院 ^

⑦明海小学校

容虞制
防災公国

9
0

0
0



0松戸市(病院前・公共施設の混在)

救護所の設置震度6弱以上の地震発生時等、通常の医療体制では対応できな

い場合、救護所を設置する。

病院前救護所

0病院前救護所においてトリア
ージを行い、重傷者・中等傷者等
に対する病院の診療機能を確保

①目的

②開設時間

③設置場所

④機能活動
事項

0発災6時間後から72時間

0市内災害拠点病院及び災害医
療協力病院 10病院
0 トリアージ

0軽症者(慢性疾患等含む)に対
する治療
0中等症・重傷者に対する院内
受入れ又は搬送までの応急処置

⑤従事者
惨集要員)

学校救護所

0病院前救護所がない地域にお
ける医療機能の提供

0避難生活長期化による被災者
の健康管理等

0発災24時間後から
※閉所は、地域の医療機能の回

復状況から判断
0市内小・中学校の一部
全17箇所
0 トリアージ

0軽症者(慢性疾患等含む)に対
する治療
0受入可能医療機関への搬送
0中等症・重傷者仁対する応急
処置
0避難者等に対する健康相談

0医師会、歯科医師会、薬剤師会
からの派遣要員
0市職員

0病院スタッフ
0医師会、歯科医師会、薬剤師会
からの派遣要員
0市職員

[救護所開設の流れイメージ図]

発災 発災

6時問後

災害拠点病院
災杏協力病院

発災

24時間後

・医薬品・衛生材料の確保・搬送等

学校救護所及び支所には、医薬品・衛生材料を備蓄する。救護本部は、病院・

病院前救護所・学校救護所等から不足している医薬品・衛生材料供給要請を受け

た時は、備蓄医薬品・衛生材料を市職員等が搬送する
また、救護本部は協定事業者・各薬局や千葉県災害医療本部、県が協定してい

る医薬卸協同組合へ供給を要請する

発災
72時間後

!病院前敦箆所閉鎖
{参していた医師等は

幣剤師会兵

1"藍口

臣伶薬

.
※発災24時問以内

に閲設

病院スタウコ

医帥令識

幽羽匡師会口

人貝支援
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1) 1次救護所の見直しについて(※議案第1号が承認された場合)

概要:八千代台地区,高津・緑が丘地区の1炊救護所の見直しに向けた検討

①八千代台地区,高津・緑が丘地区の1次救護所(学校救護所)の運用検討

②八千代市応急医療救護活動マニュアルの改定作業

③緑が丘地区への1次救護所の位置付け検討

令和5年度以降の議事案件について

2)1炊救護所の設置訓練について

概要:1炊救護所が開設される施設に兆ける模擬訓練の実施

平成29年10月25日に開催された八千代市応急医療救護対策会議におい

て,発災時に速やかに1次救護所を設置できるよう「1次救護所設置訓練」を行

つていくことが決定された。

各施設において「1炊救護所設置訓練・実施要領作成指針」を基に,実施要領

を作成し,地域防災計画の掲載順で実施訓練を行っていく方針となっている

・平成29年3月4日八千代医療センターにて実施

・令和元年5月27日島田台総合病院にて実施

(次回以降)

・セントマーガレット病院→勝田台病院→新八千代病院の順番にて実施予定

厩承賣萪可

3)「災害時の応急医療救護活動における医薬品等の整備及ぴ管理に関する

覚書」に基づく医薬品等の備蓄事業の運用について

概要:配備済の医薬品等の種類や数量の見直しについての検討

平成27年1月に循環型備蓄として医薬品等を配備し,日常の診療において使

用期限に注意しながら使用し,適宜補充する等更新をすることで,当初に整備し

た量(災害時に必要な数量)が常に医療機関内に確保され,発災時にスムーズに

使用できるシステムとなるが,普段の診療では全く使用しないような品目が配備

され,使用しきれず廃棄せざるを得なくなるようなケースや,実際の災害時に不

足が懸念される薬剤がある等,内容の見直しを検討していく予定となうている



令和4年度八千代市応急医療救

電壕福祉"
靴庫福祉謂

酋原瑛

戯卓擢祉郁
俊庫福祉詠
諌墨
瀬舵尾毒広

(委皿)総務部

都畏出竹孝之

(壊長ノ委員)
健康福祉部

次長伊藤栄治

粒庫審祉昂
倭庫誓祉輝

湯川彰

(委員)消防本部

劉防暴大澤浩一

対策会議席次表

令和5年3月30日(木)19時30分
八千代市消防本部3階講堂

(曇員長
艇氏福祉都

部長糟谷龍郎

(委員)
健庫福祉部健陳福祉課

課長瀬能尾幸広

轄覇蔀
危糎管理課
馴主幹
竹内嚢徳

(委旦)
謝痛部危檀管理課

謹畏神代信宏

副委員長
ハ干代市催師会

金喪加瀬皐

(美員)
劉肪本部警肪課課長代理

主"杉田剛

(委員)ハ千代市医師会
敦急医壷・災害医産担出腫亭

黒田泰久

(委員)召志野髄庫福祉セ:内一
センター畏代理

副センター畏田中由佳

(委員)八午代医縦センター

鮪設課長大野実

(委員)ハ午代市歯科医師会

金畏柴崎聡

(委員)島田台轄合病院

署纏郁長三浦英樹子

出入口

(量員)ハ千代医筆センター

教急科教授・雌療科長

棺星淳一

(憂員)断八干代病院

謝鞠部長高木直人

(婁員)セントマーガレット鷄院

亭鶉長朝戸晴英

(美員)八千代医按センター

業務督理課係長

似内武敏

(委員)セントマーガしツト病院

捻覇人宰課山内剛

(美員)畔田台病皖

巣務畏佐久問徹

(委員)おかざき外科ウリニウウ

院長岡崎桂

(委員)勝田音餌院

リハ印」テーシヨン科畏

小川佳宏

出入口
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(設置)

第 1条八千代市に災害対策基本法(昭和 36年法律第 223 号)第 2条第 1号

に規定する災害が発生した場合,八千代市地域防災計画に定める応急医療救護

体制を図るため,八千代市応急医療救護対策会議(以下「対策会議」という)

を設置する。

(協議事項)

第2条対策会議は,次に掲げる事項を協議する

(D 応急医療救護体制の整備に関すること

(2)応急医療救護活動マニュアルの策定等に関すること。

(3)応急医療救護活動の調整に関すること。

(4)応急医療救護体制を充実させるために必要な訓練等に関すること。

係且織)

第3条対策会議は,炊に掲げる委員 29人以内をも0て組織する

(1)八千代市医師会の代表者

(2)八千代市歯科医師会の代表者

(3)八千代市薬剤師会の代表者

(4)八千代市災害医療コーディネーター

(5)各災害医療地区病院に属する者

(田八千代医療センター(災害拠点病院・災害医療地区病院)に属する者

(フ)習志野健康福祉センターの代表者

(8)総務部長

(9)健康福祉部長

ao)消防長

(1D 健康福祉部炊長(保健・医療担当)

a2)本市関係部局担当課長

2 前項に掲げる委員は,市長が委嘱又は任命するものとする

(任期等)

第4 条委員の任期は 2年とする。ただし,再任を妨げないものとする

2 やむを得ない事由で,任期途中で退任するときは,補欠委員を選出するもの

とする。なお,補欠委員の任期は,前任者の残任期問とする

(委員長及び副委員長)

第5条対策会議に委員長及び副委員長を置く

2 委員長は健康福祉部長とし,副委員長は八千代市医師会の代表者をもう

八千代市応急医療救護対策会議設置要領



て充てるものとする

3 委員長は,会務を総理し,会議を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたと

きは,その職務を代理する

(会議)

第6 条対策会議は,委員長が招集し,原則として 1年に 1回開催するものとす

る。だだし,特に開催の必要がないと委員長及び副委員長が認めたときは,開

催しないことができるものとする

2 前項に定めるほか,特に委員長が叱、要と認めたときは対策会議を招集するこ

とができる

3 対策会議の議長は,健康福祉部次長 q呆健・医療扣当)が扣汽する

4 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者に出席を求め,意見を聞くこと

ができる

(回議)

第 7条委員長は,委員の審議を広、要とする事項で,緊急を要する会議を招集す

る時問的余裕がないと判断する場合は,委員に回議して事項の決定をすること

ができる。

(部会の開催)

第8条委員長は,対策会議の円滑な運営を確保するため,必要に応じ部会を開

催することができる

2 委員長は,審議内容に適する者を対策会議の委員の中から選出し,部会を開

催するものとする

(事務局)

第9条対策会議の事務局は,健康福祉部健康福祉課に置く

(その他)

第 10条この要領に定めるほか,対策会議の運営等に関し必要な事項は別に定

めるものとする。

附則

この要領は,平成26年11月4日をもって施行する

附則

この要領は,平成2 7年4月1口をもって施行する

附則

この要領は,平成 3 1年4月1臼をもって施hする



事前に議事に対する意見を求めたところ,2つのご意見とご質問をいただきました

ので紹介するとともに,ご質問に対する事務局の見解をお示しいたします

(1)1炊救護所の見直しについて

【ご意見】

1 次救護所に位置づけられている医療機関2ケ所から辞退の申し出がありました。

医療機関の所在する「高津・緑が丘地区」と「八千代台地区」のそれぞれの地域で

1次救護所として相応しい新しい公共施設を選定した理由については妥当と思われ

ます。

議事に対する恵見害まとめ

【ご質問】

公共施設とした場合の責任者の指名等についてはどのように考えるのか?

ー(事務局見解)

今後,検討していく必要がありますが,1次救護所の開設に係る部分と,応急医
療救護活動に係る部分で責任者は分かれるものと考えます

公共施設に1次救護所を位置付けている複数の市に確認した結果,施設管理者で

ある学校長を責任者としている市や,実際に応急医療救護活動を行う担当の医師

を責任者としている市,また,責任者を明確に決めてはいないが,災害時に設置
する衛生医療班本部の本部長である健康福祉部長(本市の場合ですと応急医療救
護本部長である健康福祉部長)が考えられるとしている市など様々でした

1次救護所が変更となった後の,備蓄医薬品等の対応はどのように考えるのか?

ー(事務局見解)

本市では循環型備蓄による方法で医薬品を管理しておりますので,学校に常時配

備することとなった場合は,循環型による方法での管理はできなくなることにな
ります。

1次救護所が変更となった場合についても,医薬品等は引き続き現在の医療機関
にお願いし,管理していただくのか,他の災害医療地区病院に引き継いで管理し

ていただくのか,すぐに使用できるよう循環型ではなく学校への常時配備とする
のか,いくつか選択肢が考えられますので,それぞれの選択肢とした場合におけ

る管理を想定し,より適した方法で管理できるよう検討してまいります

(2)令和5年度以降の議事案件について

【ご意見】

1次救護所の設置訓練について,毎年医療機関を変えて実施することはなるべく多

くの方に参加していただくうぇで適切と考えます。

災害時に使用する医薬品等の備蓄事業について平時のうちに内容を見直すことは

重要と考えます


